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公の施設の指定管理者監査結果報告書 

 

１ 監査の実施概要 

（１）監査の目的 

地方自治法（昭和 22 年法律 67 号）第 199 条第 7 項の規定に基づき、公の施設の指定管理

者について、公の施設の管理・運営が指定管理者制度の目的に沿って適切に行われているか

について監査を実施した。 

 

（２）監査の対象団体 

令和元年度に燕市が地方自治法第 244 条の 2 第 3 項の規定に基づき、公の施設の管理を行

わせた施設のうち、次の施設の管理・運営を行った指定管理者について、監査を行った。 

 

指定管理者名 施設名 所管部署 

グリーン産業株式会社 吉田ふれあい広場 都市計画課 

 

（３）監査の期間 

令和２年 9月 3日（木）～ 10月 26日（月） 

   ヒアリングの実施   日 時 10月 9日（金） 午後 1時 10分～2時 30分 

 場 所 吉田ふれあい広場 

 

（４）監査の方法及び着眼点 

監査の実施にあたっては､次の項目を主な着眼点とし､関係帳簿・関係書類等を調査すると

ともに、関係職員からの説明を聴取するなどの方法で実施した｡ 

・施設は、関係法令の定めるところにより適切に管理されているか。 

・協定等に基づく義務の履行は、適切に行われているか。 

・利用促進のための努力が行われているか。 

・施設管理に係る収支会計経理は、適正に行われているか。 

・施設管理に係る出納関係帳簿・記帳などは、適正に行われているか。 

・施設管理に係る各種諸規程は、整備されているか。 
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２ 監査対象「団体」の概要 

（１）名称と構成 

名称・代表者 グリーン産業株式会社 代表取締役 荒川 義克 

所 在 地 新潟市中央区神道寺 2丁目 2番 10号 

設 立 年 月 日 昭和 46年 3月 30日 

構 成 

≪ 役 員 ≫ 代表取締役：1人、専務取締役：1人、 

常務取締役：1人、取締役：4人、監査役：1人 

                   計 8人 

≪ 職 員 ≫  正職員 96人、臨時職員等 243人     計 347人 

 

（２） 主な業務・事業内容 

  (1) 土木、造園、索道工事業 

(2) 建設コンサルタント業 

(3) 建築工事及び建築の設計施工、監理 

(4) 運動施設及び野外施設の管理運営 

 

（３） 監査の対象とした指定管理施設 

施設の名称 吉田ふれあい広場 

指定管理期間 

① 平成 24年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日 

② 平成 27年 4月 1日 ～ 令和 2年 3月 31日 

③ 令和 2年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月 31日 

指定管理料 

(令和元年度) 
23,288,000円  

 

３ 監査対象「施設」の概要 

（１）施設の概要  吉田ふれあい広場 

・設 置 目 的：子どもからお年寄りまでみんなが楽しめる憩いの場及び健康増進の場として、

また、災害時においては避難場所として住民の安全性を確保する施設として

設置する。 

・所 在 地：燕市大保 466番地 

  ・公 園 面 積：116,557㎡ 

・竣 工：平成 2年度 

  ・施 設 内 容：管理棟（鉄骨造平屋建 724.29 ㎡）、便所（大：鉄筋コンクリート壁式構造平

屋建 41.00 ㎡）、便所（小：鉄筋コンクリート壁式構造平屋建 20.50 ㎡）、ゴ
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ーカート車庫（鉄骨造平屋建 79 ㎡）、少量危険物保管庫（プレハブ平屋建

3.45 ㎡）、あずまや（5 棟）、休養広場（9,000 ㎡）、ちびっこ広場（8,020 ㎡）、

ステージ広場（3,070 ㎡）、運動広場（2,950 ㎡）、多目的広場（36,000 ㎡）、

水遊び池、しょうぶ園、カマ場、ゴーカート場（1 周 400ｍ）、サイクリン

グ・ジョギングコース（1 周 900ｍ）、駐輪場、駐車場（普通車 222 台・大型

バス 8台） 

 

 ・利用日、利用時間 

施設名 利 用 日 利用時間 

有料公園施設 ゴーカート 4月 1日から 11月 15日まで 午前 9時から午後 5時まで 

無料施設 公園施設 3月 16日から 11月 15日まで 午前 9時から午後 5時まで 

カマ場 4月 1日から 10月 31日まで 午前 9時から午後 9時まで 

 

・利用料金  

区分 単位 金額(円) 区分 単位 金額(円) 

休養広場 

1時間 

1,000 運動広場 

1時間 

300 

ちびっこ広場 1,000 多目的広場半面 1,500 

ステージ広場 300 多目的広場全面 2,500 

   

 ・有料施設使用料     

区分 利用区分 内容 金額（円） 

ゴーカート 1人用 （1回 1周） 50 

2人用 100 

 

 （２）令和元年度施設利用実績（令和元年度吉田ふれあい広場事業報告書より抜粋） 

                                          （単位：人） 
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（３）令和元年度施設利用料金の収入状況（令和元年度吉田ふれあい広場事業報告書より抜粋）  

（単位：円） 

 
 

（４） 令和元年度の収支状況（令和元年度吉田ふれあい広場事業報告書より抜粋） 

                                 （単位：円） 
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（５）令和元年度の業務実績（令和元年度吉田ふれあい広場事業報告書より抜粋） 

  作業項目 実施日 実施体制 内  容 

⑴維持管理業務 

清掃 毎日 2～4人 管理棟内及び公衆トイレ、ふれあい広場全域 

保守・点検 

毎日 2人～ 遊具、ゴーカート、管理棟内（空調設備 他） 

毎月 1回 委託 浄化槽維持管理 

6・11月 委託 浄化槽清掃 

6・9・12・3月 委託 自家用電気工作物点検 

6月 委託 自家用電気年次点検 

6・11月 委託 消防用設備保守管理 

11月 委託 防火対象物定期点検 

保守・警備 毎日 委託 施設警備保障業務 

小規模修繕 

4月 外注 東側便所ロータリーブロワー取替 

4月 外注 芝刈機修繕 

4月 外注 ゴーカート修繕 

4月 外注 管理棟ランプ取替 

4月 外注 ターザンロープ修繕 

4月 内製 東屋 ベンチ修繕 

5月 外注 芝刈機修繕 

5月 外注 管理棟多目的トイレ便器修理 

5月 外注 外灯灯具撤去 

6月 外注 西側便所汚水マス取替 

6月 外注 刈払機修繕 

6月 外注 芝刈機修繕 

7月 外注 床塗装修繕 

8月 外注 草刈機修繕 

8月 外注 刈払機修繕 

8月 外注 ゴーカート場側トイレ手洗器水洗取替工事 

8月 外注 遊具撤去工事 

9月 外注 草刈機修繕 

9月 外注 普通便座修理 

10月 外注 トラクター修繕 

10月 外注 ターザンロープ踏み台修繕 

2月 外注 芝刈機修繕 

3月 外注 歩道修繕 

3月 外注 芝刈機修繕 

3月 外注 外灯修繕 

植栽管理 適宜  芝生の更新作業等 
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⑵運営業務 

多目的広場の利用ボ

ード設置 

多目的広場に当日の利用スケジュールと団体を掲示するボードを設

置。 

ゴーカート場装飾 万国旗やアーチなどでゴーカート乗り場を装飾。 

ゴーカート装飾 ゴーカートを装飾。 

季節の装飾 季節に合わせ、管理棟内を装飾。 

横断幕の設置 「ゴーカート運行中」の横断幕を設置し、周辺道路通行者へＰＲ。 

ゴールデンウイーク

サービス 

大型連休中にゴーカートのポイントカードが貯まった方にミニカー

をプレゼント 

鯉のぼり設置 市民の方から寄付していただいた鯉のぼりを、公園駐車場内に設置。 

グリーンカーテン設

置 

園内にグリーンカーテンを設置し、ゴーヤなどの植物を利用して日

除けを作成。 

熱中症予防の啓発 予想気温を表示するなどして、熱中症予防を呼びかけ。 

ミストシャワー、ミ

スト扇風機設置 

熱中症対策として、ゴーカート場付近にミストシャワー等を設置。 

遊具の安全措置 遊具利用の際の安全性向上のため、滑り台降り場の段差解消措置。 

安全研修の実施 ゴーカート事故防止のための運行訓練、熱中症対策研修。 

消防訓練 火災発生を想定した、避難・通報訓練。 

接客研修の実施 接客に関する研修 

ボランティアとの植

栽作業 

ボランティアと協働して、園内の植栽作業を行った。（5月、11月） 

利用者協議会 多目的広場を利用している団体の意見を伺い、利用者満足度の向上

につなげるとともに利用調整を行った。（11月、3月） 

全国選抜ゲートボー

ル大会への協力 

6月 1日、2日に行われた「全国選抜ゲートボール大会」の実行委員

会から参加し、事前の準備への協力、大会当日のサポートを行い、

大会の成功に貢献した。 

 

 

４ 監査の結果・意見 

（１）調書、聴き取り、実地による確認事項 

① 指定管理料の請求・受領については、年度協定書で定められたとおりに行われていた。 

② 事業報告書は概ね適正に作成されていたが、基本協定書に定める期限内に提出されてい

なかった。 

③ 職員配置は、正規職員の統括責任者１名、非正規職員の現場責任者 1 名及び維持管理職

員 2 名、事務職員 2 名の計 6 名である。統括責任者は施設には非常勤であり、通常は 5 名

で交代勤務を行っている。  

  ④ 条例上、バーベキュー可能エリアのみ利用時間が 21 時までとなっているが、職員は 17

時 30 分に退社するため、利用状況を確認することができない。所管課では、バーベキュー

可能エリアは管理棟等の施設から離れているため安全性に問題がないと考えているが、昨
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今のバーベキューブームにより利用者が増加する可能性もあるため、利用時間短縮等につ

いて検討していきたいとしている。 

  ⑤ 遊具・施設等の日常点検に加えて、専門業者による定期点検を行うことにより、危険を

早期に取り除き、安全な施設管理を行っている。施設の老朽化が進んでいるため、優先順

位をつけながら修繕を行っている。 

 ⑥ 令和元年度において、施設瑕疵によるものではないが、利用者 3 件、職員 1 件の事故が

発生した。事故の対応及び事故後の報告、利用者への注意喚起などを速やかに行い、再発

防止に努めている。  

  ⑦ 収支会計経理においては、指定管理に係る帳簿の整備・会計方法等について改善を要す

るものが見受けられたほか、所管課との協議による明確な対応が必要と思われる処理があ

った。 

   

 

（２）意  見 

    施設・用具の修繕や入替については、利用者の安全に関わることについては、最優先で

対応する必要があるため、所管課との連絡を密に適切に対応されたい。施設の利用状況に

ついては、特にドッグランの利用が伸びており、今後とも効果的なＰＲを実施して利用者

の増加に努められたい。 

また、施設内での事故については、利用者責任による事故が発生していることから、利

用者への注意喚起や巡回により適正利用の推進を図るなど更なる事故防止に努められたい。 

バーベキュー場については、火気を取扱う場所であることから、終了時の確認を利用者

に依頼するのではなく、施設管理者の業務として安全を確保する方法について所管課と協

議し適切な対応を図られたい。 

会計・事務処理については、毎日の入金、出金の状況を記録した「現金出納簿」を作成

し、確実な現金管理に努められたい。また、領収書の発行についても、希望者だけに配布

するのでは無く、全員に連番が記入された領収書を確実に発行し、現金取扱いの内部管理

体制の厳格化に努められたい。 

円滑な事業運営を図るためにも、所管課との連携を図り、業務内容及び市民サービスの

向上に努められたい。 

 

 

（３）所管課への意見  

  公の施設が指定管理者制度に移行することで、所管課は施設の運営意識が希薄となりや

すい傾向がある。所管課としては、施設運営上の課題について迅速かつ的確に把握するた

めにも、日ごろより指定管理者と綿密な連携を図り、施設運営に協働の意識を持ち対応さ

れるよう努められたい。 


